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　平成24年4月から入院の場合と同じように、外来診療でも「限度額認定証」を提示すれば、一か所の
保険医療機関等で同一月の支払いは限度額までとなります。申請は、随時受け付け致します。
　「限度額認定証」を提示しない場合は、従来どおり一旦自己負担していただき、支払った窓口負担額と
限度額との差額が、後日、浦添市国民健康保険課に申請することで支払われます。（払い戻し対象者の方
には、通知文書と申請書を郵送します。）
※後期高齢医療の方は、払い戻し対象者に後期高齢者医療広域連合から通知はがきが郵送されます。

高額な外来診療を受ける皆さまへ
平成24年4月1日から

高額の外来診療を受けたとき◎国民健康保険
◎後期高齢者医療 病院・薬局など

事前に
認定証の申請

認定証を提示
窓口支払いが
一定上限額に

※窓口支払の上限額（月当たり）は、
所得に応じて異なります。

※

認定証の交付

事前の手続

～ 手続のご案内 ～ 問い合わせ

国民健康保険課 ☎876-1234
国民健康保険の方 給付係

（内線3714）

後期高齢者医療の方 庶務係

＜17番窓口＞

＜18番窓口＞
（内線3712・3727）

世帯主手 続 す る 人
国保税に滞納がないこと要　　　　　件
保険証・申請者の印鑑（認印可）手続に必要な物
国民健康保険課窓口（市役所1階）手 続 場 所

※

◎

世帯主以外の方が代理申請をする場合は、委任状と代理人の
免許証等が必要です。
手続に必要なものを添えて、申請してください。

※下記の「手続のご案内」をご参照ください。

必要ありません

高額な外来診療受診者 病院・薬局などで

「認定証」などを提示すれば、
窓口での支払いが一定の金額にとどめられます

「認定証」などを提示すれば、
窓口での支払いが一定の金額にとどめられます

国民健康保険課窓口で「認定証」（限度額
認定証）の交付手続をしてください。 「認定証」を窓口に提示してく

ださい。
●70歳未満の方
●70歳以上の非課税世帯の方

「高齢受給者証」を窓口に提示
してください。

70歳以上75歳未満で、非課税
世帯ではない方

必要ありません 「後期高齢者医療被保険者証」
を窓口に提示してください。

75歳以上で、非課税世帯では
ない方
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画
さ
れ
て
い
る
住
宅
先
行
地
区
の

整
備
促
進
を
図
っ
て
い
ま
す
。更
に

は
地
区
内
の
雨
水
、汚
水
を
円
滑
に

処
理
す
る
た
め
に
、小
湾
川
沿
い
の

河
川
構
造
物
の
保
護
と
同
時
に
河

川
沿
い
の
区
画
道
路
や
下
水
道
の

雨
水
菅
の
整
備
等
も
同
時
に
行
っ

て
い
ま
す
。

　

平
成
２２
年
度
末
に
お
け
る
進
捗

状
況
と
し
て
は
事
業
費
ベ
ー
ス
で

約
１０
％
、面
的
整
備
率
と
し
て
約

１
％
の
状
況
と
な
っ
て
い
ま
す
。

③
当
事
業
に
係
る
浦
添
市
中
央

ゲ
ー
ト
ボ
ー
ル
場
の
代
替
え
計
画

に
つ
い
て

　

中
央
ゲ
ー
ト
ボ
ー
ル
場
と
し
て

利
用
さ
れ
て
い
る
箇
所
は
、区
画
整

理
事
業
に
伴
い
南
側
の
６
号
斜
面

緑
地
と
し
て
計
画
さ
れ
て
い
る
隣

地
へ
換
地
（
移
動
）
し
ま
す
。ま
た
、

現
在
の
中
央
ゲ
ー
ト
ボ
ー
ル
場
は

平
成
２４
年
度
よ
り
一
部
が
一
般
宅
地

と
し
て
工
事
の
計
画
が
あ
り
、
今
後

関
係
者
と
協
議
を
進
め
な
が
ら
工

事
着
手
し
、整
備
す
る
計
画
で
す
。

　

な
お
、換
地
先
の
整
備
時
期
と
し

て
は
、
平
成
28
年
度
を
予
定
し
て
い

ま
す
。

（
２
） 

小
湾
川
の
整
備
お
よ
び

有
効
活
用
の
向
上
に
つ
い
て

（
回
答
）

①
親
水
性
の
あ
る
河
川
整
備
に
つ

い
て

　

親
水
性
の
あ
る
河
川
整
備（
川
に

下
り
る
階
段
は
百
メ
ー
ト
ル
毎
に

設
置
済
）に
つ
い
て
は
、最
近
、牧
港

川
で
水
難
事
故
が
あ
り
、慎
重
に
対

応
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、
県

と
充
分
協
議
を
し
な
が
ら
整
備
要

請
を
し
て
い
き
た
い
。

②
河
川
管
理
道
路
の
遊
歩
道
お
よ

び
桜
並
木
の
ま
ち
づ
く
り
に
つ
い

て
　

当
河
川
の
上
流
に
は
、良
好
な
自

然
緑
地
も
残
り
、そ
の
保
全
に
努
め

な
が
ら
管
理
道
路
沿
い
に
高
木

（
桜
）を
植
栽
し
、市
民
が
散
歩
し
な

が
ら
楽
し
め
る
環
境
と
し
て
管
理

者
で
あ
る
沖
縄
県
に
整
備
要
請
を

し
て
い
き
た
い
。

③
あ
じ
さ
い
公
園
お
よ
び
周
辺
整

備
に
つ
い
て　
　
　
　
　
　
　
　

ア
、
公
園
の
老
朽
化
し
た
ベ
ン
チ

の
改
修
・
砂
場
の
砂
入
れ
替
え

　

ご
要
望
を
受
け
て
、浦
添
市
公
園

指
定
管
理
者
に
指
示
を
し
、既
に
対

応
し
ま
し
た
。　　
　
　
　
　
　

イ
、
管
理
道
花
壇
・
団
地
裏
入
口

花
壇
の
囲
い
木
の
老
朽
化
に
伴
う

改
修

　
一
部
老
朽
化
が
見
ら
れ
る
の
で
予

算
を
確
保
し
改
修
を
行
い
た
い
。

（
３
）
大
平
地
域
の
国
道
３
３
０
号

線
東
側
に
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
施
設
を
設

け
て
欲
し
い　
　

　

大
平
自
冶
会
は
、
地
理
的
に
広

範
囲
で
一部
地
域
で
は
公
民
館
に
遠

く
利
用
し
難
い
事
と
、併
せ
て
小
学

校
が
四
校
区
に
通
学
し
て
い
る
た

め
、児
童
生
徒
の
地
域
活
動
や
子
供

の
居
場
所
づ
く
り
が
難
し
い
。公
平

な
支
援
活
動
の
た
め
に
も
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
施
設
の
設
置
を
要
望
し
た
い
。

（
回
答
）

　

今
後
、南
第
二
地
区
土
地
区
画
整

理
事
業
の
伸
展
に
よ
り
、大
平
地
域

の
人
口
の
増
加
や
、新
た
な
法
制
度

に
よ
る
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
必
要
性
、

市
民
ニ
ー
ズ
の
多
様
化
な
ど
取
り

巻
く
環
境
は
変
わ
っ
て
い
き
ま
す
。

平
成
23
年
を
初
年
度
と
し
た
今
後

10
年
の
ま
ち
づ
く
り
の
指
標
と
な

る
第
四
次
浦
添
市
総
合
計
画
の
後

期
基
本
計
画
を
策
定
す
る
中
で
、地

域
に
必
要
な
施
設
に
つ
い
て
、
検
討

し
た
い
。

■
追
加
質
問
・
意
見（
抜
粋
）

（
１
）小
湾
川
周
辺
の
防
災
マ
ッ
プ
に

つ
い
て
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
か

（
回
答
）
東
日
本
大
震
災
の
後
、
想

定
外
の
災
害
が
あ
っ
た
場
合
の
策

定
を
国
や
県
で
現
在
行
っ
て
い
ま

す
。そ
の
指
針
策
定
後
に
市
で
計
画

の
見
直
し
を
行
い
、
地
域
へ
の
説
明

を
考
え
て
い
ま
す
。

（
２
）
区
画
整
理
地
内
の
細
い
道
路

に
つ
い
て
、
道
路
拡
張
や
歩
道
の
設

置
は
で
き
な
い
か
。

（
回
答
）

　

平
成
24
年
度
あ
た
り
か
ら
、
当

該
地
域
に
つ
い
て
は
、
一
部
整
備
を

行
い
、子
ど
も
達
が
安
全
に
通
学
で

き
る
よ
う
に
配
慮
し
た
い
。

（
３
）
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
施
設
が
な
い

場
合
、
他
の
施
設
を
活
用
し
て
い
る

事
例
を
教
え
て
欲
し
い
。

（
回
答
）

　

児
童
セ
ン
タ
ー
、
老
人
福
祉
セ
ン

タ
ー
な
ど
の
設
置
が
あ
り
ま
す
が
、

他
に
、既
存
の
小
中
学
校
の
学
校
開

放
が
あ
り
ま
す
。

（
４
）
放
置
車
両
問
題
に
つ
い
て
悩

ん
で
い
る
。ど
こ
に
相
談
し
た
ら
よ

い
か
。

（
回
答
）

　

ま
ず
は
、環
境
保
全
課
に
問
い
合

せ
る
と
い
う
方
法
も
あ
り
ま
す
。公

費
で
す
ぐ
撤
去
と
い
う
こ
と
は
で

き
ず
、
車
の
所
有
者
を
ま
ず
調
べ
、

道
路
で
あ
れ
ば
、
道
路
管
理
者
、
空

き
地
で
あ
れ
ば
土
地
の
所
有
者
と

の
相
談
に
な
り
ま
す
。
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